
北海道空港管理業務処理規程
(抜粋)
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第 2章 許可及び承認

(運用時間外使用許可)

第 4条 運用時間外の離着陸設備の使用は、次の各号のいずれかに該当する場合に限りそ

の使用を許可することができる。

(1) 災害及び人命にかかわる緊急事態の場合

(2) その他特別の事由があると認める場合

2 専決権者又は受任者は、許可に当たっては、あらかじめ、航空局出張所長等と協議の

上決定するものとし、許可の決定をしたときは別記第 1号様式の離着陸設備運用時間外使

用許可書を、不許可の決定をしたときは別記第 2号様式の不許可決定書を、当該申請者に

対し交付するものとする。ただし、緊急を要する場合許可又は不許可の旨を電話その他の

方法により、当該申請者に対し通知できるものとする。

3 前項の許可を行ったときは、次の各号に掲げる事項について必要な管理体制を講ずる

ものとする。

(1) 空港使用料の徴収に関すること。

(2) 空港内の立ち入り等に関すること。

(3) 航空照明施設の運用に関すること。

(4) その他特に必要と認める事項に関すること。

(制限荷重外使用許可)

第 5条 専決権者又は受任者は、制限荷重以上の航空機による空港設備の使用について別

表 1の制限荷重外使用許可基準に基づき許可の決定をしたときは別記第 3号様式の空港設

備制限荷重外使用許可書を、不許可の決定をしたときは別記第 2号様式の不許可決定書を、

当該申請者に対し交付するものとする。

(空港設備使用許可)

第 6条 空港設備(離着陸設備及び格納庫を除く。)は、次の各号のいずれかに該当する場

合に限り、その使用を許可することができる。

(1) 直接又は間接に空港の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が空港に直接関連のある業務を行うための用に供するとき。

(3) 運輸事業、水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため使用さ

せるとき(特に必要やむを得ないと認めるものに限る。)。

(4) 空港に係る工事のための機材置場等の用に供するとき。

(5) 前各号のほか、空港の管理上やむを得ないと認めるとき。

2 空港設備の使用を許可する場合には、次の各号に留意するものとする。

(1) 使用許可面積等は、必要最小限にとどめ、かつ、現状のまま使用させることとし、

将来道の必要に応じてその使用を終了させた場合に容易に原状に回復できる状態にしてお

くことを原則とする。

(2) 使用の許可を受けようとする者の資力、信用等を十分調査すること。
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3 専決権者は、空港設備の使用について許可の決定をしたときは別記第 4 号様式の空港

設備使用許可書を、不許可の決定をしたときは別記第 2号様式の不許可決定書を、当該申

請者に対し交付するものとする。

4 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消すものとする。

(1) 使用者が許可の条件に違反したとき。

(2) 公用又は公共用に供するための必要を生じたとき。

5 空港設備の使用の許可を取り消し、又は使用の許可の更新をしたいときは、使用の許可

を取り消し、又は使用許可期問が満了する日の 3箇月以前に使用者に通知するように努め

なければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の事情がある場合は、この限り

でない。

6 空港設備の使用許可期間が満了したとき又は使用許可期間の中途で使用許可物件を返還

する場合は、別記第 5号様式の空港設備返還届を提出させるものとし、及び使用の許可を

取り消した場合にあっては、必ず指定した期日までに原状に回復させ、当該設備の明渡し

をさせなければならない。ただし、使用許可条件で別に定めた場合は、この限りでない。

7 空港設備の使用の許可又は使用の許可の取消し等の行政処分をする場合は、行政不服審

査法(昭和 37年法律第 160号)第 57条第 1項に規定する教示をするものとする。ただし、

使用許可期問の更新の申請に対して、同一物件の同一条件による使用の許可をする場合で

前回の許可の際教示をしているときは、この限りでない。

(工作物設置許可)

第 7条 空港設備に係る工作物の設置等は、前条第 1項各号のいずれかに該当し、かつ、

当該工作物が 制限表面に抵触しない場合に限り、その設置等を許可することができる。

2 専決権者は、工作物の設置等について、許可の決定をしたときは別記第 6 号様式の工作

物設置許可書を、不許可の決定をしたときは別記第 2号様式の不許可決定書を、当該申請

者に対し交付するものとする。

(空港使用料納付特例承認)

第 8条 専決権者又は受任者は、次の各号のいずれかに該当し空港使用料を 1月分取りま

とめて納付することの承認の決定をしたときは、別記第 7号様式の空港使用料納付特例承

認書を、当該申請者に対し交付するものとする。

(1)定期航空路線により運航する場合。

(2)ある一定の期間、離着陸設備を使用する場合。

(3)その他特別の事由があると認める場合。

(使用料の減免等)

第 10 条 空港設備(離着陸設備及び格納庫を除く。)の使用料の減免は次のいずれかに該

当する場合に限るものとする。

(1)国又は他の地方公共団体が空港に直接関連ある業務を行うために使用する場合であっ
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て特にやむを得ないと認める場合。

(2)空港に係る工事のための機材置場等の用に供する場合。

(3)その他特別な事由があると認める場合。

2 専決権者は、条例第 9 条第 3 項の規定による使用料の減免の決定をしたときは、別記

第 9号様式の空港使用料減額(免除)承認書を、当該申請者に対し交付するものとする。

(構内営業の許可)

第 11 条空港内における構内営業は、次の各号のいずれかに該当する場合に限りその営業

を許可することができる。

(1)空港の機能を確保するために必要な営業行為を行おうとする場合。

(2)空港利用客の利便を確保するために必要な営業行為を行おうとする場合。

(3)その他特別な事由があると認める場合。

2 専決権者は、空港内における営業の許可の決定をしたときは、別記第 10号様式の構内

営業許可書を、不許可の決定をしたときは別記第 2号様式の不許可決定書を、当該申請者

に対し交付するものとする。

(留意事項)

第 15 条 専決権者又は受任者は、許可又は承認に当たっては、空港管理上の支障の有無

を留意の上決定するものとする。
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別表１（第５条関係）

制限荷重外使用許可基準
制限荷重以上の航空機による空港設備の使用許可にあたっては、次によるものとする。

１．中標津、オホーツク紋別、女満別、利尻及び奥尻空港の場合

表－２に掲げる空港別ＰＣＮ値と表－３に掲げる許可申請のあった航空機のＡＣＮ値

との比により、表－１に基づき判断するものとするが、滑走路延長、気象条件等を勘案の

上決定するものとする。

表－１

ＡＣＮ－ＰＣＮ比 判 断 基 準

ＡＣＮ

≦１ 無条件で運航可

ＰＣＮ

ＡＣＮ

１< ≦１．１ １日当たり数回程度の運航であれば可

ＰＣＮ

ＡＣＮ

１．１< ≦１．３ １日当たり数回でしかも短期間の運航であれば可

ＰＣＮ

ＡＣＮ

１．３< ≦２．０ 特別の事情により数回程度の運航であれば可

ＰＣＮ

ＡＣＮ

２．０< 緊急機以外不可

ＰＣＮ

表－２－１ 空港別ＰＣＮ表示

設 計 条 件

空港名 施 設 荷 重 CBRorK値 ｶﾊﾞﾚｰｼﾞ Ｐ Ｃ Ｎ

ＣＢＲ 8 ＰＣＮ５３／Ｆ／Ｂ／Ｘ／Ｔ

Ｒ／Ｗ ＬＡ－ 2 5,000

ＣＢＲ 5 ＰＣＮ５７／Ｆ／Ｃ／Ｘ／Ｔ

中標津 Ｔ／Ｗ ＬＡ－２ ＣＢＲ 5 5,000 ＰＣＮ５７／Ｆ／Ｃ／Ｘ／Ｔ

ＣＢＲ 5 ＰＣＮ５７／Ｆ／Ｃ／Ｘ／Ｔ

Ａ／Ｐ ＬＡ－２ 5,000

Ｋ＝ 70 ＰＣＮ４８／Ｒ／Ｂ／Ｘ／Ｔ

ＣＢＲ 8 ＰＣＮ５２／Ｆ／Ｂ／Ｘ／Ｔ

オホー Ｒ／Ｗ ＬＡ－２ 10,000

ツク紋 ＣＢＲ 3.5 ＰＣＮ５８／Ｆ／Ｄ／Ｘ／Ｔ

別 Ｔ／Ｗ ＬＡ－２ ＣＢＲ 8 10,000 ＰＣＮ５２／Ｆ／Ｂ／Ｘ／Ｔ

Ａ／Ｐ ＬＡ－２ Ｋ＝ 70 10,000 ＰＣＮ４８／Ｒ／Ｂ／Ｘ／Ｔ
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表－２－２ 空港別ＰＣＮ表示

設 計 条 件

空港名 施 設 荷 重 CBRorK値 ｶﾊﾞﾚｰｼﾞ Ｐ Ｃ Ｎ

ＣＢＲ 4

Ｒ／Ｗ ＬＡ－ 1 3,000 ＰＣＮ８９／Ｆ／Ｃ／Ｘ／Ｔ

女満別 ＣＢＲ 6

Ｔ／Ｗ ＬＡ－ 1 ＣＢＲ 6 3,000 ＰＣＮ８９／Ｆ／Ｃ／Ｘ／Ｔ

Ｔ／Ｗ ＬＡ－４ ＣＢＲ 8 1,000 ＰＣＮ２１／Ｆ／Ｂ／Ｙ／Ｔ

(Ｔ－Ｂ)

Ａ／Ｐ ＬＡ－ 1 Ｋ＝ 70 3,000 ＰＣＮ７４／Ｒ／Ｂ／Ｘ／Ｔ

Ａ／Ｐ ＬＡ－４ ＣＢＲ 8 1,000 ＰＣＮ２１／Ｆ／Ｂ／Ｙ／Ｔ

(Ｂ)

ＣＢＲ 20 ＰＣＮ８０／Ｆ／Ａ／Ｘ／Ｔ

Ｒ／Ｗ ＬＡ－ 2 ＣＢＲ 9 3,000 ＰＣＮ５０／Ｆ／Ｂ／Ｘ／Ｔ

利尻 ＣＢＲ 5 ＰＣＮ５５／Ｆ／Ｃ／Ｘ／Ｔ

Ｔ／Ｗ ＬＡ－ 2 ＣＢＲ 9 3,000 ＰＣＮ５０／Ｆ／Ｂ／Ｘ／Ｔ

Ａ／Ｐ ＬＡ－ 2 Ｋ＝ 70 3,000 ＰＣＮ４８／Ｒ／Ｂ／Ｘ／Ｔ

Ｒ／Ｗ ＬＡ－ 4 ＣＢＲ 9 5,000 ＰＣＮ１７／Ｆ／Ｂ／Ｙ／Ｔ

奥尻 Ｔ／Ｗ ＬＡ－ 4 ＣＢＲ 9 5,000 ＰＣＮ１７／Ｆ／Ｂ／Ｙ／Ｔ

Ａ／Ｐ ＬＡ－ 4 ＣＢＲ 9 5,000 ＰＣＮ１７／Ｆ／Ｂ／Ｙ／Ｔ
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表－３ 主要な航空機のＡＣＮ

2 礼文空港の場合

規則に定める換算単車輪荷重を超える航空機にあっては不可(緊急機であって管理事務所長が必要があ

ると認めた場合を除く)。
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別記第 1号様式(第 4条関係)

離着陸設備運用時間外使用許可書

(記号) 第 号指令

申請者の住所及び氏名

法人にあっては、主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名

平成 年 月 日申請の 空港の離着陸設備を運用時間外に

使用することは、北海道空港条例施行規則(昭和 50年北海道規則第 12号)第 2条第 2項の

規定により、許可します。ただし、次の事項を承知してください。

平成 年 月 日

北海道知事 印

市(町)長

１使用航空機の型式及び登録番号

２使用許可期間

平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

３離着陸設備を使用するときは、当該設備の点検を行い、当該設備が航空機の離着陸に支

障がないことを自ら確認すること。

( 部 課 係)
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別記第 2号様式(第 4条、第 5条、第 6条、第 7条、第 11条関係)

不 許 可 決 定 書

(記号) 第 号指令

申請者の住所及び氏名

法人にあっては、主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名

平成 年 月 日申請の

は、次の理由により許可できません。

なお、この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して 60日以内に知事に異議申立て(審査請求)をすることができます。

平成 年 月 日

北海道知事 印

市(町)長

(理由)

( 部 課 係)
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別記第３号様式(第５条関係)

空港設備制限荷重外使用許可書

(記号) 第 号指令

申請者の住所及び氏名

法人にあっては、主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名

平成 年 月 日申請の 空港を制限荷重以上の換算単車輪

荷重の航空機により使用することは、北海道空港条例(昭和 36 年北海道条例第 41 号)第 4

条第 1項ただし書の規定により、許可します。ただし、次の事項を承知してください。

平成 年 月 日

北海道知事 印

市(町)長

１使用航空機の型式及び登録番号

２使用許可期間

平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

( 部 課 係)
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別記第４号様式(第６条関係)

空港設備使用許可書

(記号) 第 号指令

申請者の住所及び氏名

法人にあっては、主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名

平成 年 月 日申請の 空港の空港設備を使用すること

は、北海道空港条例(昭和 36年北海道条例第 41号)第 6条の規定により、許可します。た

だし、次の事項を承知してください。

なお、この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して 60日以内に知事に対して異議申立てをすることができます。

平成 年 月 日

北海道知事 印

(使用を許可する空港設備)

１ 使用を許可する空港設備(以下「使用許可設備」という。)は次のとおりです。

使用空港設備

使用面積

使用部分別図のとおり

(指定する用途)

２ 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可設備を

の用に供さなければなりません。

(使用許可期間)

３ 使用を許可する期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までと

します。

ただし、使用許可の更新を受けようとするときは、使用を許可された期間の満了 2箇月

前までに書面をもって知事に申請しなければなりません。

(使用料及び加算料金)
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４ 使用料及び加算料金は、1 箇年 円とし、歳入徴収者の発する納入通

知書により、指定期日までに納入しなければなりません。

(使用料の改定)

５ 知事は、経済情勢の変動、関係法令の改廃その他の事情の変更により特に必要がある

と認める場合には、使用料又は加算料金を改定します。この場合において、使用者は改定

された使用料又は加算料金を支払わなければなりません。

(設備保全義務等)

６(1)使用者は、使用許可設備を善良な管理者の注意をもって維持保存しなければなりま

せん。

(2)前号の規定による維持保存のため通常必要とする修繕費その他の経費は、すべて使

用者の負担とします。

(使用上の制限)

７(1)使用者は、使用許可期間中、使用許可設備を 2 に指定する用途以外に供してはなり

ません。

(2)使用者は、使用許可設備を他の者に転貸し、又は担保に供してはなりません。

(3)使用者は、使用許可設備について修繕、模様替その他の行為をしようとするとき又

は使用計画を変更しようとするときは、事前に書面をもって知事の承認を受けなけれ

ばなりません。

(使用許可の取消し又は変更)

８ 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取消し又は変更すること

ができます。

ア 使用者が許可の条件に違反したとき。

イ 道において公用又は公共用に供するため使用許可設備を必要とするとき。

(原状回復)

９(1)使用許可が取り消されたとき又は使用許可期間が満了したときは、使用者は、自己

の負担で、知事の指定する期日までに、使用許可設備を原状に回復して返還しなけれ

ばなりません。ただし、知事が特に承認したときは、この限りではありません。

(2)使用者が原状回復の義務を履行したいときは、知事は、使用者の負担においてこれ

を行うことができます。

(損害賠償)

１０(1)使用者は、その責めに帰する理由により、使用許可設備の全部又は一部を減失し

又は損傷したときは、当該滅失又は損傷による損害額に相当する金額を損害賠償とし

て支払わなければなりません。ただし、使用許可設備を原状に回復した場合は、この

限りではありません。
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(2)前号に掲げる場合のほか、使用者は、本許可書に定める条件を履行しないため損

害を与えたときは、その損害額に相当する金額を損害賠償額として支払わなければな

りません。

(許可の取消しによる損失の取扱い)

１１ 8 の規定により使用許可を取り消した場合において、その取消しにより使用者に損

失が生じても、道は、その損失を補償しません。

(有益費等の講求権の放棄)

１２ 8 の規定により使用許可が取り消された場合において、使用者は、使用許可物件に

投じた改良のための有益費その他の費用が現存している場合であっても、その費用等の償

還の請求は行わないこととします。

(実地調査等)

１３ 知事は、使用許可物件について随時に実地調査し、又は必要な報告を求め、その維

持使用に関し指示することができます。

( 部 課 係)
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別記第５号様式(第６条関係)

空 港 設 備 返 還 届

平成 年 月 日

北海道知事 様

使用者 住所

氏名

法人にあっては、主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名

次の空港設備を により、平成 年 月 日返還

しますから届け出ます。

１ 空港名 空港

２ 使用空港設備

３ 使用面積

４ 使用許可年月日 年 月 日

５ 使用目的

６ 使用許可期間

年 月 日から 年 月 日まで

７ その他
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別記第６号様式(第７条関係)

設 置

工作物 増 築 許可書
改 築

用途変更

除 去

(記号) 第 号指令

申請者の住所及び氏名

法人にあっては、主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名

平成 年 月 日申請の 空港の空港設備に工作物の

設 置

増 築

改 築 をすることは、北海道空港条例(昭和 36年北海道条例第 41号)第 7条の規定

用途変更

除 去

により、許可します。ただし、次の事項を承知してください。

平成 年 月 日

北海道知事 印

（設置等を許可する工作物）

設 置

増 築

１ 改 築 を許可する工作物(以下「当該工作物」という。)は次のとおりです。

用途変更

除 去

当該工作物の名称

箇所 別図のとおり

(指定する用途)

２ 設置等の許可を受けた者(以下「設置者」という。)は、当該工作物を

の用に供さなければなりません。
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(工事期間)

設置

３当該工作物 増築 をするための工事期間は、平成 年 月 日から平成 年

改築

除去

月 日までとします。

(設置上の制限)

４(1)設置者は、当該工作物を 2に指定する用途以外に供してはなりません。

(2)設置者は、当該工作物を他の者に転貸し、又は担保に供してはなりません。

(3)設置者は、当該工作物について修繕、模様替えその他の行為をしようとするとき又

は使用計画を変更しようとするときは、事前に書面をもって知事の承認を得なければ

なりません。

(設置等の許可の取消し又は変更)

５ 知事は、設置者が許可の条件に違反したときは、設置等の許可を取り消し、又は変更

することができます。

(実地調査等)

６ 知事は、当該工作物について随時に実地調査し、又は必要な報告を求め、その維持使

用に関し指示することができます。

( 部 課 係)
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別記第７号様式(第８条関係)

空港使用料納付特例承認書

(記号) 第 号指令

申請者の住所及び氏名

法人にあっては、主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名

平成 年 月 日申請の 空港の使用料を 1箇月分取りまと

めて納付することは、北海道空港条例施行規則(昭和 50 年北海道規則第 12号)第 9条第 2

項ただし書の規定により、許可します。ただし、次の事項を承知してください。

平成 年 月 日

北海道知事 印

市(町)長

１ 承認する期間

平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

２ 空港の使用料を指定する期日までに納付しないときは、承認を取り消すことがありま

す。

( 部 課 係)
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別記第９号様式(第１０条関係)

空港使用料 減 額 承認書

免 除

(記号) 第 号指令

申請者の住所及び氏名

法人にあっては、主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名

平成 年 月 日申請の 空港の使用料は、北海道空港条例

(昭和 36年北海道条例第 41号)第 9条第 3項の規定により、 免除 します。ただし、次

減額

の事項を承知してください。

平成 年 月 日

北海道知事 印

１ 使用料を 免除 する期間

減額

平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

２ 免除 する使用料の限度額

減額

着陸料 円

停留料 円

格納庫使用料 円

土地等使用料 円

( 部 課 係)



- 18 -

別記第１０号様式(第１１条関係)

構内営業許可書

(記号) 第 号指令

申請者の住所及び氏名

法人にあっては、主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名

平成 年 月 日申請の 空港の構内営業を行うことは、北

海道空港条例(昭和 36年北海道条例第 41号)第 7条の 2第 1項の規定により、許可します。

ただし、次の事項を承知してください。

平成 年 月 日

北海道知事 印

1許可する営業の種類

2営業を許可する場所

3営業を許可する期間

平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

4その他

( 部 課 係)


